
政府案では、受入先が変わることによる育成の断絶を防ぐため、転職制限を“入職後2

年間” とする方向性が示されています。

これにより、

・せっかく育てた人材が短期間で他社へ移るリスクが減る

・利用者との関係構築やチームケアが安定する

など、介護現場が最も課題としてきた「定着」の強化につながります。

― 2025年9月26日閣議決定／介護分野にも広がる新制度 ―

政府は9月26日の閣議で、新たな外国人受け入れ制度「育成就労制度」を正式

に決定しました。

制度は2027年4月に開始予定で、これまでの技能実習制度に代わる新たな枠

組みとして注目されています。

育成就労制度は、外国人が企業で働きながら 日本語能力試験（N4＝A2水

準） と 技能評価試験（分野ごとの基準） に合格し、最長3年で特定技能1号

に移行する ことを目的としています。

最初から「労働者」として受け入れる点が大きな特徴で、制度の目的は 日本

の人手不足解消と長期的な人材確保 にあります。

在留期間は原則3年。入国時の日本語レベルは N5相当 ですが、3年間で N4

レベルの日本語力と技能検定3級等の取得 を目指し、要件を満たせば特定技

能1号へ移行可能です。

これにより、「働きながら学び、キャリアを積む」新しい外国人材育成モデ

ルが実現します。

介護分野では、転職制限を「入職から2年間」とする案が浮上しており、安定

した育成と利用者支援の継続を重視する姿勢が示されています。

一方、現場調査では 約半数の事業所が受け入れ拡大に前向き という結果も出

ており、制度開始への期待が高まっています。

制度の詳細運用は今後詰められますが、介護業界にとって「育成就労制度」

は、人材の確保と育成を両立させる新たなチャンス となりそうです。

医療・介護に特化した監理団体・日本医療介護協同組合がお届けします
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いよいよ本格始動へ！外国人材の新制度「育成就労」

― 介護は“長期定着型採用”が主流に転換 ―

政府は2025年9月26日、外国人材の新しい受入れ制度となる「育成就労制度」を2027年

4月に開始することを閣議決定しました。

これにより、これまでの技能実習制度は段階的に役割を終え、外国人を長期的に確保・育

成する仕組みに大きく転換します。介護分野にとっては、“短期で帰国してしまう制度”か

ら、“育てて戦力化し、長く働いてもらえる制度”への移行という大きな意味を持ちます。

■ 育成就労制度（介護）のポイント

① 2027年4月スタート（正式決定）

制度開始まで約1年半。今後は、技能実習で入職するか育成就労で入職させるかの計画的

に選択。

② 入職後2年間は転職不可（原則）

③ キャリアパスに大きな魅力 ― 無期限就労まで見える制度に

育成就労制度では一定期間働き、要件を満たすことで特定技能1号へ移行が可能とな

ります。 さらに介護分野では、介護福祉士を取得すれば、 “無期限就労（在留資

格：介護）”へ移行できます。

育成就労 → 特定技能1号 → 介護福祉士 → 無期限就労（在留資格：介護）

制度詳細は順次公表されますが、介護事業所に求められる採用戦略はすでに

変化し始めています。

今後は「採用できるか」ではなく「どう育てて長く
働いてもらうか」が鍵になります。



なんでしょうね。役所に手続きをしているのだから。」と、笑って話してくださいました。

今回の技能実習生たちも、介護福祉士の資格を取

得したいと考えている、意欲的な方ばかりです。

いつも笑顔で、相手を気づかうことができる、と

てもやさしい人たちです。

施設の職員さんからも「本当にいい子たちです

ね」と、嬉しいお声をいただきました。

新しい環境での生活は、きっと戸惑うことも多い

と思いますが、ひとつずつ経験を積みながら、確

実に成長していってほしいと思います。

ただその一方で、「施設に行ったら日本語をうまく話せるかな」と、少し不安そうな表

情も見せていましたが、それでも「がんばります！」と笑顔で話す姿に、頼もしさを感

じました。

今年の秋弊組合は、技能実習生入国ラッシュでした。

その1組目、9月に入国した技能実習生たちは、あっと

いう間に入国後研修を終え、施設へと送り届けました。

研修所では、偶然にも同じ学校の友達と再会できたよ

うで、久しぶりに母国の話をしたり、毎日とても楽し

そうに過ごしていました。

今年の秋は入国ラッシュ

研修所で友人たちと再会
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施設に向かう前に、まずは役所での転入手続きで

す。どこの地域でも役所は混み合っていて、特に

外国人の方の割合がとても多く感じられます。

待っている間、日本人のご夫婦と少しお話をしま

した。

「最近、外国の人が本当に増えましたね。ニュー

スではいろいろな事件も報道されているけれど、

ここにいる方たちは、きっと真面目で良い人たち

成田に到着

役所の前でピース

待たされている時間
も楽しそうでした。
積極的にゴミ捨ての
方法など質問をして
くれました。

インドネシアの技能実習から特定技能になった
先輩が休みの日なのにわざわざ施設まできてく
ださいました。

技能指導者や、職場の方とご挨拶。みなさん快
く迎えてくださいました。

歳は5つ違いでも仲良し
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